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指定介護予防短期入所生活介護 

指定短期入所生活介護 

重要事項説明書 

 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

茨城県指定   第０８７２２００４２３号 

 

 

１ 事業者 

し ふ く か い 

（１） 法人名      社会福祉法人  至 福 会 

法人所在地   茨城県鹿嶋市須賀１３４６－５ 

電話番号    ０２９９-８４－７６１１ 

代表者氏名   理事長 小山 典宏 

設立年月    平成７年４月３日 

 

２ 事業所の概要 

 

（１） 事業所の種類 指定短期入所生活介護事業所 平成１６年６月２日指定 

指定介護予防短期入所生活介護事業所平成１８年４月１日指定 

              茨城県指定 ０８７２２００４２３号 

＊ 当事業所は、特別養護老人ホーム セ・シボン かしまに併設されています。 

 

（２） 事業所の目的   

指定介護予防短期入所生活介護及び指定短期入所生活介護（以下「指定

短期入所生活介護等」という。）は、介護保険法令に従い、契約者（利用者）が、

その有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるように

支援することを目的として、契約者に、日常生活を営むために必要な居室及び

共用施設等をご利用いただき、指定短期入所生活介護等を提供します。 

 

（３） 事業所の名称  特別養護老人ホーム セ・シボン かしま 

 

（４） 施設の所在地  茨城県鹿嶋市須賀１３５０－１ 

 

【令和６年４月１日一部改訂】 
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（５） 電話番号    ０２９９－８４－１１６５ 

 

（６） 施設長氏名   沢畠 恭子 

 

（７） 当事業所の運営方針 

 

①本事業所において提供する指定短期入所生活介護等は、介護保険法令の趣

旨及び内容に沿ったものとします。 

 

②契約者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める

と共に、利用者及び家族のニーズを的確に捉え、個別に介護計画を作成する

ことにより、契約者が必要とする適切なサービスを提供します。 

 

③契約者又はその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について解り易く

説明します。 

 

④適切な介護技術をもってサービスを提供します。      

                              

⑤常に、提供したサービスの質の管理、評価を行います。 

 

（８） 開設年月   平成１６年 ６月 ２日 

 

（９） 通常の事業の実施地域   茨城県鹿嶋市、潮来市、神栖市、鉾田市 

 

（１０）営業日及び営業時間 

 

営 業 日          年中無休 

受 付 時 間      ８：３０～１７：１５ 

サービス提供時間    １日２４時間提供 

 

（ １ １ ）利用定員      １日に指定短期入所生活介護等を提供する定

員は１０名とする。  
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（１２）居室等の概要 

     当事業所では以下の居室・設備をご用意しています。利用される居室は、原

則として個室です。 

居室・設備の種類 定数 備考 

個室             

                 

６０室 １０人を単位としたユニットケア方式（６ユニッ

ト）洋室：42室  和室：18室 

キッチン ６室 ユニット毎に１ヶ所設置 

食堂兼リビング ６室 ユニット毎に１ヶ所設置 

浴室 ６室 

２室 

個浴（ユニット毎に１ヶ所設置） 

機械浴槽・特殊浴槽・一般浴槽 

医務・看護職員室 １室  

 

＊ 居室の変更：ご契約者から居室の変更希望の申し出あった場合には、居室の空き

状況により施設でその可否を決定します。また、契約者の心身の状況により居室を

変更する場合があります。その際には、契約者やご家族等と協議のうえ決定するも

のとします。 

＊ 居住費（滞在費）について 

  居住費として、室料と光熱水費が、自己負担金になります。 

＊ 室料と光熱水費は、介護保険の基準サービスとならないため、ご利用の際は、ご

契約者に別途利用料金をご負担いただきます。 

 

３ 職員の配置状況 

  当事業所では、契約者に対して指定短期入所生活介護等を提供する職員として、

以下の職種の職員を配置しています。 

 

主な職員の配置状況 

職種 常勤換算 指定基準 備考 

 １ 施設長 （管理者）     １名 １  

 ２ 介護職員 ２０名以上 
２０ 

  

 ３ 看護職員     ２名以上  

 ４ 生活相談員     １名以上 １   

 ５ 機能訓練指導員     １名以上 １  

 ６ 介護支援専門員     １名以上 １   

 ７ 管理栄養士    １名 １   

 ８ 事務員     １名以上    

９ 嘱託医    ０.２名 必要数 週１回 
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主な職種の勤務体制 

職種 勤務体制 

 １ 施設長 （管理者） 日勤   午前  ８：３０ ～ 午後  ５：３０ 

２ 介護職員 

３ 介護支援専門員 

早出   午前  ７：００ ～ 午後  ４：００ 

日勤   午前  ８：３０ ～ 午後  ５：３０ 

遅出   午後  １：００ ～ 午後 １０：００ 

夜勤   午後 １０：００ ～ 午前  ７：００ 

４ 看護職員 

 ５ 機能訓練指導員 

早出   午前  ７：００ ～ 午後  ４：００ 

遅出   午前 １０：３０ ～ 午後  ７：３０ 

６ 生活相談員 

７ 事務員 

早番   午前  ８：００ ～ 午後  ５：００ 

日勤   午前  ８：３０ ～ 午後  ５：３０ 

遅番   午前  ９：００ ～ 午後  ６：００ 

８ 管理栄養士 日勤   午前  ８：３０ ～ 午後  ５：３０ 

９ 嘱託医 毎週   １回 

※ 勤務体制は支援状況等により変更することがあります。 

 

４ 当事業所が提供する基準サービスの概要 

   当施設では、契約者に対して以下のサービスを提供します。 

   当事業所が提供するサービスについて、 

（１） 利用料金が介護保険から給付される場合 

（２） 利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合があります。 

 

（１） 当施設が提供する基準介護サービス（契約書第４条参照） 

以下のサービスについては、滞在費、食費を除き通常９割（一定以上所得がある

方は７～８割）が介護保険から給付されます。別表 1及び２をご確認ください。 

① 居室の提供 

  ② 食事 

＊ 当事業所では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びに契約者の身体

の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。（食事メニューの選択） 

＊ ご契約者の自立支援のため、離床してユニット内のリビングにて食事

をとっていただくことを原則としていますが、希望があれば居室や他の

場所での食事も可能です。また、ご契約者の希望やその時々の状態に応じ

て、食事時間をずらすことも可能です。 

食事時間（下記の時間から、お食事を摂っていただけます） 

      朝食  ８：００～ 

      昼食 １２：００～ 

      夕食 １８：００～ 
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③ 入浴   

＊ 入浴又は清拭を週２回以上行います。 

＊ 寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

 

④ 排泄 

＊ 排泄の自立を促すため、契約者の身体能力を最大限活用した援助を行

います。 

 ⑤ 栄養管理 

  ＊ 管理栄養士による栄養の管理を行い、個々の契約者の健康状態、栄養状

態に合わせた給食を行います。 

⑥ その他サービス 

＊ 寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

＊ 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

＊ 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 

＊ 利用者の意向を踏まえ、食後の口腔ケア（歯磨き）を行い、口腔内の衛

生が保たれるよう援助します。 

＊ その他別表２の加算内容に体制を整備し、該当したサービス内容につい 

て実施します。 

＊ 契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全

額を一旦お支払い頂きます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額

が介護保険から払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成さ

れていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給

付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付

します。 

＊ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、契

約者の負担額を変更します。別表の自己負担金一覧表には、次の（２）の①食費

（材料費及び調理等関係費）、滞在費を含めて計上してあります。 

 

サービス利用自己負担金一覧表（１日あたり）（契約書第９条参照） 

 別表の料金表によって、契約者の要介護度及び利用サービスに応じた金額（自己

負担額）をお支払いいただきます。 

 

（２） 介護保険の給付対象とならないサービス （契約書第５条、第９条参照） 

   以下のサービスは、利用料金の全額が契約者の負担となります。 

① 食事の材料費及び調理関係費 

＊ 契約者に提供する食事の材料にかかる費用及び調理関係の費用の合計

額です。負担限度額認定を受けていない場合の食費は、食材料費及び調理

関係費として当施設との契約額をお支払いいただきます。 
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＊ 通常の食事以外にコーヒーや紅茶、おやつ等の嗜好品についてご用意

する食材料費についてご負担いただきます。胃ろうの方のご負担はありませ

ん。 

② 滞在費 

    負担限度額認定を受けていない場合の滞在費は、当施設との契約額をお

支払いいただきます。 

③ 送迎の費用 

当事業所利用の場合、送迎は原則としてご家族にお願い致します。ご都

合がつかない場合、受付時間（午前８：３０～午後５：１５）内で、可能な限り受

託します。 

＊ 短期入所生活介護事業所等への入所及びそこからの退所以外の移送

費は、別表の通りご負担いただきます。遠方の場合や職員の勤務状況

により、対応ができないこともあります。 

④ 複写物の交付 

    契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写

物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。 

⑤ 日常生活上必要となる諸費用実費 

＊ 日常生活用品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用で、契約

者に自己負担いただくことが適当であるものに関する費用は、ご負担いた

だきます。 

⑥ その他 

＊ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額

に変更することがあります。その場合、事前に変更の内容と事由について、

変更の２ヶ月前までにご説明します。 

＊ 持ち込み家電等について、メンテナンス、修理等は原則としてご家族に対

応をお願いいたします。加湿器の水の交換は職員が行います。ご家族等が

遠方で対応が困難な場合には、職員又は業者が対応いたしますが、メンテ

ナンス、清掃中に起こる破損、故障等については、責任を負いかねますの

で予めご了承ください。 

＊ 介護用品、福祉用具については、標準型を無料で貸し出しますが、個別

性の高い介護用品、福祉用具については、自己負担での対応をお願いし

ます。 

 

（３） 利用料金のお支払い方法 （契約書第９条参照） 

   前記（１）、（２）の料金・費用は、１ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月２０

日までに金融機関口座からの自動引き落としでお支払い下さい。 
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（４） 利用の中止、変更、追加 （契約書第１０条参照） 

 〇  利用予定日の前に、契約者の都合により指定短期入所生活介護等の利用を

中止、又は変更若しくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場

合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出て下さい。 

 〇  利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出を

された場合、取消料としての下記の料金をお支払い頂く場合があります。但し、

契約者の体調 不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

＊利用予定日の前日までに申し出があった場合無料 

＊利用予定日の前日までに申し出がなかった場合当日の利用料金の１０％ 

 〇  サービス変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により契約者の希望

する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示

して協議します。 

 

５ 身元引受人  

契約者は、身元引受人を１名以上定めるものとします。身元引受人は、契約者

の連帯保証人として、契約により生ずる契約者のセ・シボンかしまに対する一切の

債務の履行につき連帯して保障するものとします。 

 

６ 緊急時又は事故発生時の対応 

（1）緊急時の対応 

サービス提供中に、契約者の心身の状況に異変その他緊急事態が生じた時は、 

速やかに主治医あるいは協力医療機関に連絡し、適切な措置を講じます。 

（2）事故発生時の対応 

①契約者に対するサービスの提供により、事故が発生した場合は、速やかに契 

約者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

②事故防止のため、委員会等において転倒、転落、誤飲、誤嚥等について、 

具体的な事故防止の対策を関係職員に周知徹底すると共に、事故が生じた 

際にはその原因を解明し、対策を講じます。 

③契約者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、 

損害賠償を速やかに行います。但し契約者の責に起因した事故の場合はそ 

の範囲ではありません。 

 

 

７ 苦情の受付について （契約書第２５条参照） 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受付けます。 

また、苦情受付ボックスを設置しています。 
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〇 苦情受付窓口  苦情受付担当者  生活相談員  宮沢 美穂 

苦情受付責任者  施設長     沢畠 恭子 

〇 受付時間     毎週  月曜日～金曜日 

                  ９：１５～１７：１５ 

 

（２） 第三者委員    長谷川 彌    電話番号  ０２９９-６２－３５４７ 

早見 透      電話番号  ０２９９-９２‐５６５６ 

 

 （３）行政機関、その他の苦情受付機関 

   鹿嶋市役所 健康福祉部 介護長寿課  

所在地 鹿嶋市平井１１８７－１ 

 電話番号  ０２９９－８２－２９１１ 

 

    潮来市役所 高齢福祉課 

                       所在地 潮来市辻６２６ 

                            電話番号 ０２９９－６３－１１１１ 

 

    神栖市役所 福祉部 長寿介護課 

                          所在地 神栖市溝口４９９１－５ 

                                   電話番号 ０２９９－９０－１１１１ 

 

    鉾田市役所 介護保険課 

                          所在地 鉾田市鉾田１４４１－１ 

                                   電話番号 ０２９１－３３－２１１１ 

 

茨城県社会福祉協議会内              所在地 水戸市千波町１９１８ 

運営適正化委員会                    電話番号  ０２９－３０５－７１９３ 

 

茨城県国民健康保険団体連合会        所在地 水戸市笠原９７８－２６ 

介護保険課                      電話番号 ０２９－３０１－１５６５ 

 

８ 生活保護法による保護受給世帯員について 

   契約者が生活保護法による保護法受給世帯員の場合、サービス利用料等の支

払い方法は、介護保険法令及び生活介護保険法令の定めるところによります。 
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９  第三者による評価について 

 

 

   年   月   日  

 

指定短期入所生活介護等の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説

明を行いました。 

 

指定介護予防短期入所生活介護事業所 

指定短期入所生活介護事業所  

特別養護老人ホーム セ・シボンかしま 

 

説明者職名   生活相談員      氏名   宮沢 美穂         印 

 

指定短期入所生活介護等の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説

明を受けました。 

 

契約者住所                              

 

契約者氏名                            印 

 

身元引受人住所                           

 

身元引受人氏名                         印   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施の有無  無し 

実施した年月日  －  

実施した評価機関の名称  －  

情報当該結果の開示状況  －  
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別表１ サービス利用料金（介護保険給付金）日額 

 

 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

サ ー ビ ス   

利用料金 

 

5,290 

  

6,560 

  

7,040 

 

7,720 

 

8,470 

  

9,180 

 

9,870 

１割の自己  

負担金 

 

529 

 

656 

 

704 

 

772 

 

847 

 

918 

 

987 

２割の自己  

負担金 

 

1,058 

 

1,312 

 

1,408 

 

1,544 

 

1,694 

 

1,836 

 

1,974 

３割の自己

負担金 

 

1,587 

 

1,968 

 

2,112 

 

2,316 

 

2,541 

 

2,754 

 

2,961 
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別表２ 契約者の自己負担額（日額） 

令和６年４月１日～７月３１日まで 

介護度 利用サービス

自己負担額 

所得階層区分 

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 

要支援

１ 

給付費 １割 529 

２割 1,058 

３割 1,587 

食費 300 600 ② 1,000 

②1,300 

1,500 

居住費 820 820 1,310 2,006 

合

計 

１割 1,649 1,949 ① 2,839 

② 3,139 

4,035 

２割 2,178 2,478 ① 3,368 

② 3,668 

4,564 

３割 2,707 3,007 ① 3,897 

② 4,197 

5,093 

要支援

２ 

給付費 １割 656 

２割 1,312 

３割 1,968 

食費 300 600 ①1,000 

②1,300 

1,500 

居住費 820 820 1,310 2,006 

合

計 

１割 1,776 2,076 ① 2,966 

② 3,266 

4,162 

２割 2,432 2,732 ① 3,622 

② 3,922 

4,818 

３割 3,088 3,388 ① 4,278 

② 4,578 

5,474 
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介護度 利用サービス

自己負担額 

所得階層区分 

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 

要介護

１ 

給付費 １割 704 

２割 1,408 

３割 2,112 

食費 300 600 ①1,000 

②1,300 

1,500 

居住費 820 820 1,310 2,006 

合

計 

１割 1,824 2,124 ① 3,014 

② 3,314 

4,210 

２割 2,528 2,828 ① 3,718 

② 4,018 

4,914 

３割 3,232 3,532 ① 4,422 

② 4,722 

5,618 

要介護

２ 

給付費 １割 772 

２割 1,544 

３割 2,316 

食費 300 600 ①1,000 

②1,300 

1,500 

居住費 820 820 1,310 2,006 

合

計 

１割 1,892 2,192 ① 3,082 

② 3,382 

4,278 

２割 2,664 3,964 ① 3,854 

② 4,154 

5,050 

３割 3,436 3,736 ① 4,626 

② 4,926 

5,822 

要介護

３ 

給付費 １割 847 

２割 1,694 

３割 2,541 

食費 300 600 ① 1,000 

② 1,300 

1,500 

居住費 820 820 1,310 2,006 

合

計 

１割 1,967 2,267 ① 3,157 

② 3,457 

4,353 

２割 2,814 3,114 ① 4,004 

② 4,304 

5,200 

３割 3,661 3,961 ① 4,851 

② 5,151 

6,047 
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介護度 利用サービス

自己負担額 

所得階層区分 

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 

要介護

４ 

給付費 １割 918 

２割 1,836 

３割 2,754 

食費 300 600 ①1,000 

②1,300 

1,500 

居住費 820 820 1,310 2,006 

合

計 

１割 2,038 2,338 ① 3,228 

② 3,528 

4,424 

２割 2,956 3,256 ① 4,146 

② 4,446 

5,342 

３割 3,874 4,174 ① 5,064 

② 5,364 

6,260 

要介護

５ 

給付費 １割 987 

２割 1,974 

３割 2,961 

食費 300 600 ①1,000 

②1,300 

1,500 

居住費 820 820 1,310 2,006 

合

計 

１割 2,107 2,407 ① 3,297 

② 3,597 

4,493 

２割 3,094 3,394 ① 4,284 

② 4,584 

5,480 

３割 4,081 4,381 ① 5,271 

② 5,271 

6,467 
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令和６年８月１日より 

介護度 利用サービス

自己負担額 

所得階層区分 

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 

要支援

１ 

給付費 １割 529 

２割 1,058 

３割 1,587 

食費 300 600 ③ 1,000 

②1,300 

1,500 

居住費 880 880 1,370 2,066 

合

計 

１割 1,709 2,009 ③ 2,899 

④ 3,199 

4,095 

２割 2,238 2,538 ③ 3,428 

④ 3,728 

4,624 

３割 2,767 3,067 ③ 3,957 

④ 4,257 

5,153 

要支援

２ 

給付費 １割 656 

２割 1,312 

３割 1,968 

食費 300 600 ①1,000 

②1,300 

1,500 

居住費 880 880 1,370 2,066 

合

計 

１割 1,836 2,136 ③ 3,026 

④ 3,326 

4,222 

２割 2,492 2,792 ③ 3,682 

④ 3,982 

4,878 

３割 3,148 3,448 ③ 4,338 

④ 4,638 

5,534 
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介護度 利用サービス

自己負担額 

所得階層区分 

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 

要介護

１ 

給付費 １割 704 

２割 1,408 

３割 2,112 

食費 300 600 ①1,000 

②1,300 

1,500 

居住費 880 880 1,370 2,066 

合

計 

１割 1,884 2,184 ③ 3,074 

④ 3,374 

4,270 

２割 2,588 2,888 ③ 3,778 

④ 4,078 

4,974 

３割 3,292 3,592 ③ 4,482 

④ 4,782 

5,678 

要介護

２ 

給付費 １割 772 

２割 1,544 

３割 2,316 

食費 300 600 ①1,000 

②1,300 

1,500 

居住費 880 880 1,370 2,066 

合

計 

１割 1,952 2,252 ③ 3,142 

④ 3,442 

4,338 

２割 2,724 3,024 ③ 3,914 

④ 4,214 

5,110 

３割 3,496 3,796 ③ 4,686 

④ 4,986 

5,882 

要介護

３ 

給付費 １割 847 

２割 1,694 

３割 2,541 

食費 300 600 ③ 1,000 

④ 1,300 

1,500 

居住費 880 880 1,370 2,066 

合

計 

１割 2,027 2,327 ③ 3,217 

④ 3,517 

4,413 

２割 2,874 3,174 ③ 4,064 

④ 4,364 

5,260 

３割 3,721 4,021 ③ 4,911 

④ 5,211 

6,107 
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介護度 利用サービス

自己負担額 

所得階層区分 

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 

要介護

４ 

給付費 １割 918 

２割 1,836 

３割 2,754 

食費 300 600 ①1,000 

②1,300 

1,500 

居住費 880 880 1,370 2,066 

合

計 

１割 2,098 2,398 ③ 3,288 

④ 3,588 

4,484 

２割 3,016 3,316 ③ 4,206 

④ 4,506 

5,402 

３割 3,934 4,234 ③ 5,124 

④ 5,424 

6,320 

要介護

５ 

給付費 １割 987 

２割 1,974 

３割 2,961 

食費 300 600 ①1,000 

②1,300 

1,500 

居住費 880 880 1,370 2,066 

合

計 

１割 2,167 2,467 ③ 3,357 

④ 3,657 

4,553 

２割 3,154 3,454 ③ 4,344 

④ 4,644 

5,540 

３割 4,141 4,441 ③ 5,331 

④ 5,631 

6,527 
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加算（要件に該当した場合に算定します） 

項目 １割 ２割 ３割 備考 

◎生活機能向上連

携加算（Ⅰ）（個別

機能訓練加算を算

定していない場合） 

100 

（月） 

200 

（月） 

300 

（月） 

外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓

練計画を作成した場合に算定。算定の基準は次のいずれにも適合すること。 

イ 指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所若

しくは医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下

「理学療法士等」という）が短期入所生活介護事業所を訪問し、機能訓練指導員

等と共同してアセスメント及び利用者の身体の状況等の評価をしたうえで、個別

機能訓練計画を作成していること。 

ロ 個別機能訓練に基づき、利用者の身体機能又は生活機能向上を目的とす

る機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じ

た機能訓練を適切に提供していること。 

ハ 機能訓練指導員等が理学療法士等と連携し、個別機能訓練計画の進捗状

況等を三月ごとに一回以上評価し、必要に応じて利用者又はその家族に対して

機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容等の見

直し等を行っていること。 

◎生活機能向上連

携加算（Ⅱ）（個別

機能訓練加算を算

定している場合） 

200 

（月） 

400 

（月） 

600 

（月） 

◎機能訓練体制加

算 

12 

（日） 

24 

（日） 

36 

（日） 

機能訓練指導員を１名以上配置している場合算定。 

◎個別機能訓練加

算 

56 

（日） 

112 

（日） 

168 

（日） 

契約者の生活機能向上に資するよう心身の状況を重視した機能訓練を

行います。機能訓練指導員等が契約者の居宅を訪問した上で、個別機

能訓練計画を作成し、その後三月ごとに一回以上、契約者の居宅を訪

問した上で、訓練内容の見直しを行った場合算定。 

◎認知症行動・心

理症状緊急対応加

算 

200 

（日） 

400 

（日） 

600 

（日） 

認知症高齢者等の在宅生活を支援する観点から、家族関係やケアが原因で認

知症の行動・心理症状が出現したことにより在宅での生活が困難になった者の

緊急受入を行った場合、算定。（入所日から 7日を上限） 

◎若年性認知症利

用者受入加算 

120 

（日） 

240 

（日） 

360 

（日） 

 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心

に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行います。 （認知症

行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定しない。） 

○看護体制加算

（Ⅰ） 

4 

（日） 

8 

（日） 

12 

（日） 

利用者の重度化等に伴う医療ニーズに対応する観点から、常勤の看護師の配

置や基準を上回る看護職員の配置している場合算定。 

ただし、看護体制加算（Ⅰ）を算定している場合は、看護体制加算（Ⅲ）イは算定

せず、看護体制加算（Ⅱ）を算定している場合は、看護体制加算（Ⅳ）イは算定

しない。 

（Ⅰ）常勤の看護師を 1名以上配置していること 

（Ⅱ）  ①看護職員を常勤換算方法で入所者数が 25又はその端数を増すごと

に 1名以上配置していること。 

②当該事業所の看護職員により、又は病院・診療所・訪問看護ステーションの看

護職員により、24時間の連絡体制を確保していること。 

○看護体制加算

（Ⅱ） 

 

 

 
 

8 

（日） 

16 

（日） 

24 

（日） 
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〇看護体制加算

（Ⅲ）イ 
 

12 

（日） 

24 

（日） 

36 

（日） 

（Ⅲ）イ ①利用定員が二十九人以下であること。 

②算定日が属する年度の前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者

の総数のうち、要介護状態区分が要介護３以上である者の割合が百分の七十

以上であること。 

③常勤の看護師を一名以上配置していること。 

（Ⅳ）イ （Ⅱ）に該当し、（Ⅲ）イ①及び②に該当していること。 

〇看護体制加算

（Ⅳ）イ 

23 

（日） 

46 

（日） 

69 

（日） 

〇医療連携強化加

算 

58 

（日） 

116 

（日） 

174 

（日） 

 次のいずれかに該当する状態の契約者に対して、看護体制加算（Ⅱ）又は

（Ⅳ）イを算定しており、短期入所生活介護を行った場合算定。ただし、在宅中

重度者受入加算を算定している場合は、算定しない。 

・喀痰吸引を実施している状態 

・呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 

・中心静脈注射を実施している場合 

・人工腎臓を実施している場合 

・重篤な心機能障害 

・呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態 

・人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態 

・経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 

・褥瘡に対する治療を実施している状態 

・気管切開が行われている状態 
 

〇看取り連携体制

加算 

64 

（日） 

128 

（日） 

192 

（日） 

次の要件を満たし、利用者について看取り期におけるサービス提供を行った場

合は、死亡日及びイ防備以前 30日以下について、7日を限度として算定。 

①次のいずれかに該当すること。 

イ 看護体制加算（Ⅱ）又は（Ⅳ）イ若しくはロを算定している。 

ロ または看護体制加算（Ⅰ）又は（Ⅲ）イ若しくはロを算定しており、かつ、短期

入所生活介護事業所の看護職員により、又は病院、診療所、訪問看護ステーシ

ョン若しくは本体施設の看護職員との連携により、24時間連絡できる体制を確保

していること。 

②看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族

等に対して当該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること。 

〇夜勤職員配置加

算（Ⅱ） 

 

 

 

 

 

 
 

18 

（日） 

36 

（日） 

54 

（日） 

次のいずれかの要件を満たしている場合算定。 

イ 夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基準を 1 名以上上回っている

場合。 

ロ 夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基準を０．９名以上上回ってい

る場合。 

入所者の動向を検知できる見守り機器を入所者数の１５％以上設置しているこ

と。施設内に見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必

要な検討等が行われていること。 
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〇夜勤職員配置加

算（Ⅳ） 

20 

（日） 

40 

（日） 

60 

（日） 

夜勤職員配置加算（Ⅱ）イの要件に加え、夜勤時間帯を通じて、看護職員を配

置していること又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置している場合に

算定。（この場合、登録喀痰吸引等事業者として都道府県の登録が必要）。ただ

し、Ⅳイを算定している場合はⅡイを算定しない。 

◎送迎費（片道） 
184 

（回） 

368 

（回） 

552 

（回） 

利用者の自宅から当該施設まで、当該職員が送迎した場合 

○緊急短期入所受

入加算 

90 

（日） 

180 

（日） 

270 

（日） 

居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所生活

介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として当該指定短期入所

生活介護を行った日から起算して 7 日（利用者の日常生活上の世話を行う家族

の疾病等やむを得ない事情がある場合は 14 日）を限度として算定。ただし、認

知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定しない。 

◎口腔連携強化加

算 

50 

（回） 

100 

（回） 

150 

（回） 

職員が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得

て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を

行った場合、1月に 1回に限り算定。 

◎療養食加算 
8 

（回） 

16 

（回） 

24 

（回） 

医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖

尿病食、腎臓病食、貧血食、すい臓病食、高脂血症食、痛風食及び特別な場

合の検査食を提供した場合に１日３回を限度として算定。 

○在宅中重度受入

加算① 

421 

（日） 

842 

（日） 

1263 

（日） 

指定事業所において、当該利用者が利用していた訪問看護を行う訪問看護事

業所に当該利用者の健康上の管理等を行わせた場合 

①看護体制加算（Ⅰ）又は（Ⅲ）イを算定している場合（看護体制加算（Ⅱ）又は

（Ⅳ）イを算定してない場合に限る） 

②看護体制加算（Ⅱ）又は（Ⅳ）イを算定している場合（看護体制加算（Ⅰ）又は

（Ⅲ）イを算定してない場合に限る） 

③看護体制加算（Ⅰ）又は（Ⅲ）イ及び（Ⅱ）又は（Ⅳ）イをいずれも算定している

場合。 

④看護体制加算を算定していない場合。 

 

 
 

○在宅中重度受入

加算② 

417 

（日） 

834 

（日） 

1251 

（日） 

○在宅中重度受入

加算③ 

413 

（日） 

826 

（日） 

1239 

（日） 

○在宅中重度受入

加算④ 

425 

（日） 

850 

（日） 

1275 

（日） 

◎認知症専門ケア

加算（Ⅰ） 

3 

（日） 

6 

（日） 

9 

（日） 

利用者総数のうち、日常生活に支障を来す恐れのある症状若しくは行動が認め

られることから介護を要する認知症の者の占める割合が２分の１以上。認知症介

護に係る専門的な研修を修了している者を対象者の数が２０人未満である場合

にあっては、１以上、当該対象者の数が２０人以上である場合にあっては、１に、

当該対象者の数が１９を超えて１０又はその端数を増すごとに１を加えて得た以

上配置し、チームをとして専門的な認知症ケアを実施した場合。 

◎認知症専門ケア

加算（Ⅱ） 

4 

（日） 

8 

（日） 

12 

（日） 

認知症専門ケア加算Ⅰの要件を満たし、かつ認知症介護指導者研修修了者を

１名以上配置（認知症日常生活自立度Ⅲ以上のものが１０人未満の場合は実践

リーダー研修終了者と指導者研修終了者は同一で可）、事業所又は施設全体

の認知症ケアの指導等を実施している場合。 



 20 

◎生産性向上推進

体制加算（Ⅰ） 

100 

（月） 

200 

（月） 

300 

（月） 

①生産性向上推進体制加算（Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータにより業務改

善の取組による成果が確認されていること。 

②見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること。 

③職員間の適切な役割分担（いわゆる介護助手の活用等）の取組等を行うこと。 

④1年以内ごとに 1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うこ

と。 

ただし、生産性向上推進体制加算（Ⅱ）を算定している場合は算定しない。 

◎生産性向上推進

体制加算（Ⅱ） 

10 

（月） 

20 

（月） 

30 

（月） 

①入居者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産

性向上ガイドラインに基づいた改善活動を定期的に行っていること。 

②見守り機器等のテクノロジーを 1つ以上導入していること。 

③1年以内ごとに 1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うこ

と。 

◎サービス提供体

制強化加算Ⅰ 

22 

（日） 

44 

（日） 

66 

（日） 

以下のいずれかに該当すること。 

①介護福祉士の割合が常勤換算で介護職員の 80％以上 

②勤続１０年以上の介護福祉士 35％以上 

Ⅰロ介護福祉士の割合が常勤換算で介護職員の 50％以上 

◎サービス提供体

制強化加算Ⅱ 

18 

（日） 

36 

（日） 

54 

（日） 

介護福祉士の割合が常勤換算で介護職員の 60％以上  

◎サービス提供体

制強化加算Ⅲ 

6 

（日） 

12 

（日） 

18 

（日） 

以下のいずれかに該当すること。 

①介護福祉士の割合が常勤換算で介護職員の 50％以上  

②常勤職員 75％以上 

③勤続７年以上 30％以上 

◎介護職員処遇改

善加算Ⅰ 
8.3% 

基本サービス費に各加算減算を加えた総単位数に所得に応じた割合で乗じた単位数を加算 

 

※令和６年５月３１日まで適用 ◎介護職員処遇改

善加算Ⅱ 
6.0% 

◎介護職員処遇改

善加算Ⅲ 
3.3% 

◎介護職員等特定

処遇改善加算Ⅰ 
2.7% 

◎介護職員等特定

処遇改善加算Ⅱ 
2.3% 

◎介護職員等ベー

スアップ等支援加算 
1.60% 

◎介護職員等処遇

改善加算（Ⅰ） 
14.00% 

基本サービス費に各加算減算を加えた総単位数に所得に応じた割合で乗じた単位数を加算 

※令和６年６月 1日より適用 
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◎介護職員等処遇

改善加算（Ⅱ） 
13.60% 

◎介護職員等処遇

改善加算（Ⅲ） 
11.30% 

◎介護職員等処遇

改善加算（Ⅳ） 
9.00% 

 

（注）◎予防給付、介護給付共通の加算 〇介護給付のみの加算 

 

※1  食費及び居住費は、介護保険の給付外となるため、契約者と事業者との契約となります。（所得階層区分１，

２ ，３段階の方は、負担限度額が設定されています） 

 当事業所の食費は、１，５００円となっております。所得階層区分１，２，３段階の方は、基準費用額１，４４５円の料

金の差額分が、補足給付として、介護保険から給付されます。  

４段階以上の方は、食費は１食毎（朝食３５０円、昼食６００円、夕食５５０円）にご負担いただきます。１，２，３段階

の方は、１日に１食でも提供した場合、減額分の金額のご負担となります。外泊等で１日に１食も提供しなかった場

合、食費の負担はありません。       

   居住費は、日額２，０６６円となっております。所得の低い方は、負担額が低く設定されており、所得 階層区分１，

２，３段階の方は、基準費用額の２，０６６円との料金の差額分が、補足給付として、介護保険から給付されます。 

  なお、所得階層区分は、市町村から介護保険負担限度額認定証が届き次第決定となります。   介護保険負担

限度額認定証が届きましたら、ご提出をお願い致します。ご提出いただかない場合は、４段階以上の利用料請求と

なります。 

※2 一定所得者と認定された方は介護保険料が 2割又は３割負担となります。 
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別表３ 日常必要となる諸費用・実費 

契約者、家族の意向によってサービスを利用した場合にご負担いただくもの 

貴重品管理費 預貯金通帳、印鑑、年金証書等の管理するサービス 1日 100円 

複写物の交付 契約者にかかわる記録等を複写し交付するサービス 1枚 10円 

（A4 を標準） 

移送（注１） 個別処遇の一環として、契約者、家族の要望により行う外出等の

移送サービス 

1ｋｍあたり 30円 

買い物代行（注１） 契約者の希望に応じて特別な買い物をするサービス 1回 1,000円 

理容サービス 理容師の出張による理容サービス 実費 

クリーニング 特別な衣類のクリーニングを専門の業者に依頼した場合の費用 実費 

クラブ活動 希望により参加していただくクラブ活動にかかる費用 材料費は実費 

お好み食事（治療食で

はない） 

通常提供させていただく食事以外に特別に希望がある場合の

提供（お酒や希望される副菜等）にかかる費用 

実費 

嗜好品費 通常提供させていただく食事以外にコーヒーや紅茶等の飲み

物、おやつ等の嗜好品についてご用意する食材料費（胃ろうの

方を除く） 

1日 150 円 

日常生活上必要となる

諸費用 

契約者の日常生活に要する費用でご負担いただくことが適当で

ある物の費用（義歯洗浄剤、歯磨き粉、ティッシュ、口腔ケア用

ガーゼ、経管栄養に必要なチューブ等の材料、保湿クリーム等） 

実費 

電話代 希望により電話を使用した場合の費用 実費 

個人専用の家電の電

気代等 

電気使用料（コンセント使用量） 1日 80 円 

特別電気機器（電気毛布、電気カーペット、こたつ等の暖房機

器及び加湿器、冷蔵庫等） 

1日 80 円 

テレビ貸出料 1日 50円 

衛生管理 インフルエンザ予防接種等 実費 

無料でご提供させていただく主なもの 

日用品 トイレットペーパー、石鹸、シャンプー、汚物処理用ゴミ袋等（これら以外の日用品につい

てはご購入ください） 

おむつ 紙おむつ、尿取りパット、リハビリパンツ 

衣類の洗濯 契約者の特別な衣類以外の日常着の洗濯 

施設備品 ベッド、車椅子（標準型） 

（注１）移送、買い物代行は職員の勤務状況により対応できない場合がありますので予めご了承ください。 

（注２）利用料金の支払いに口座振替を利用される場合には、振替手数料として実費負担があります。 


